
（様式２）

※１～６：所管課記入、７：指定管理者記入、８～９：指定管理者及び所管課記入、10：指定管理者及び所管課記入（実施した場合）

所管部・課 観光スポーツ部スポーツ振興課

指定管理者 長野市

１　施設名等

住所 長野県長野市大字東和田587

施設名 電話 026-244-7555

ホームページ https://www.aqua-wing.jp/facility/index_baseball.html

２　施設の概要

設置年月 昭和41年４月 根拠条例等 長野県都市公園条例

グラウンド　両翼98m　　中堅122m

内野スタンド　2,675.87㎡

入場料を徴収しないで利用する場合：5,900円～11,900円

入場料を徴収して利用する場合：40,700円～324,000円

開所日 毎週月曜日休場（12月～3月の冬季期間は閉鎖）

開所時間 8:30～21:00

３　現指定管理者前の管理運営状況

～平成17年度 管理委託 長野市

指定管理 長野市

４　報告年度の指定管理者等

指定管理者 長野市 指定期間 令和５年４月１日～令和７年３月31日（２年間）

選定方法 非公募（随意指定）

５　指定管理料（決算ベース）

※（Ａ）：当該年度、（Ｂ）：前年度（以下同じ）

0 千円 千円 千円

６　指定管理者が行う業務

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・野球場の利用の許可及び利用料金に関する業務

・上記業務に付帯する業務

７　利用実績等

（１）利用実績【指標：利用者数・利用件数・稼動率】 （単位：人、％）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

令和 ５年度（Ａ） 1,929 4,554 2,625 2,999 5,270 3,695 1,721 2,730 140 0 0 220 25,883

令和 ４年度（Ｂ） 1,213 3,893 2,269 2,780 5,932 2,300 2,157 1,330 0 80 0 0 21,954

（Ａ）/（Ｂ） 159.0 117.0 115.7 107.9 88.8 160.7 79.8 205.3 － 0.0 － － 117.9

（２）利用料金収入 （単位：千円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

令和 ５年度（Ａ） 70 383 222 250 329 79 259 169 12 0 0 41 1,813

令和 ４年度（Ｂ） 29 283 194 267 93 231 263 84 0 12 0 0 1,456

（Ａ）/（Ｂ） 241.4 135.3 114.4 93.6 353.8 34.2 98.5 201.2 － 0.0 － － 124.5

増減要因等 　新型コロナウイルス感染症の影響による利用減からの回復後、稼働が安定した。

指定管理者制度導入施設の管理運営状況　【対象年度：令和５年度】

令和 ５年度（A）

長野県長野運動公園（野球場）

令和 ４年度（B）

増減要因等 　新型コロナウイルス感染症の影響による利用減からの回復後、稼働が安定した。

設置目的

施設内容

利用料金

差（A）－（B）

住民福祉の増進に寄与することを目的として、一般住民にスポーツ及びレクリエーションの場を提供する。

期　　間 管　理　形　態 管理受託者又は指定管理者等

平成18年度～令和6年度

増減
理由

0 0
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（様式２）

（３）利用料金見直しの状況（前年度と比べて）

見直しの有無

（４）開所日・時間の見直し等の状況（前年度と比べて）

令和 ５年度（Ａ）：223日 令和 ５年度（Ａ）：8:30～21:00

　 令和 ４年度（Ｂ）：221日 令和 ４年度（B）：8:30～21:00

（５）サービス向上のため実施した内容

（６）その他実施した取組内容

（７）利用者の主な声及びその対応状況

８　管理運営状況（実施状況及びそれに対する評価を記入） ※項目は施設の状況に応じ加除修正してください。

評価

＜評価区分＞ Ａ：仕様書等の内容を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ｂ：おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われている。
Ｃ：仕様書等の内容を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要である。
Ｄ：仕様書等の内容に対し、重大な不適切な事項が認められ改善を要する。

９　施設管理運営の課題

項　目

　利用者からの要望に対して、迅速な対応を心がけ利用者サービスの向上に努めた。

　野球場内外の清掃強化、欠損箇所のスタッフによる簡易修繕等の実施。

　スコアボードが一部電光化されていない。また、グラウンド内フェンスの塗装剥離の改善、降雨時の浸水、３塁側ゲートの破損など、施設全体
が老朽化しているため改修等の声が寄せられている。要望に対して優先順位をつけて修繕を行っているが、大規模改修となる箇所については
指定管理者での対応は困難。

見直した場合はその内容

無

B

開所日数 開所時間

平等な利用の確
保

　大規模な大会を利用調整会議で決定。その後、大会開催等
の事前受付と、２期（４～７月、８～11月）に分けて、先着順で
利用受付を行うなど、平等な利用を確保できた。

　平等な利用が確保できたと認められる。

見直しの有無 見直した場合はその内容

無

項目 指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

施設の目的に
沿った管理運営

　協定書、仕様書及び事業計画書に基づき、施設の設置目的
に沿った管理運営ができた。

　協定書、仕様書に基づき、施設の目的に沿った管
理運営が実施されたと認める。

B

利用者サービス
向上の取組

　アンケート調査は実施していないが、利用者からの要望に
迅速に対応した。

　利用者からの直接の要望に対する迅速な対応によ
り、サービス向上に取り組んでいる。

B

　概ね仕様書に沿った適正で効率的な管理運営が
行われていると認められる。

B

　協定書に基づいた管理運営が行われていると認め
られる。

B

自主事業 　特になし

職員・管理体制 B　円滑な管理運営が行われていると認められる。
　常勤職員　２名　臨時職員　３名　計５名
　・仕様書及び事業計画書に基づく職員配置を行った
　・職員を対象に消防訓練を10月、２月に実施

収支状況
　収入が利用料金1,813千円に対し、支出は20,957千円であ
り、19,144千円の赤字であった。

施設の管理運営
の課題

　施設の老朽化による不具合が頻発しており、指定管理者の
みでの突発的な修繕の対応には限界がある。施設管理者（所
管課）と密に情報共有を図り、両者にて最低限大会を開催で
きる程度の修繕を計画的に行う必要がある。

施設修繕については、優先順位を勘案し計画的な実施に努
める。

指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

総合評価
　概ね仕様書どおりの業務を遂行し、適正な管理運営ができ
たものと考える。
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